
事 務 連 絡 

令和５年３月 27日 

 

各都道府県消防防災主管課 

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

                      消 防 庁 予 防 課  
 

消防法施行規則第 19条の２第４号に規定する「工事、整備及び点

検時において取るべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書」の

例について 

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第62号）による改

正後の消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号)第19条の２第４号に規定す

る「工事、整備及び点検時において取るべき措置の具体的内容及び手順を定め

た図書」の例について、別添のとおりとりまとめましたので、当該図書の内容

の充実に係る指導に際し、執務の参考としてください。 

なお、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について（通

知）」（令和４年11月24日消防予第573号）別紙１ 第14 10についても、あ

わせて執務の参考としてください。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知していただ

くようお願いします。 

 

記 

 
１ 別添１の内容に係るものについては、防護区画内における工事、整備及び

点検の実施時期を目途として、内容の充実を図るよう指導されたいこと。 

 
２ 別添２の内容に係るものについては、消防法（昭和 23年法律第 186号）第

17 条の３の３に規定する点検の時期を目途として、内容の充実を図るよう指

導されたいこと。 

 

  

御中 

消防庁予防課設備係 

 担当：関、榎本 

 電話：03-5253-7523 



二酸化炭素消火設備以外の工事、整備及び点検時において 

防護区画内に立ち入る場合に取るべき措置（例） 

 

１ 事前準備 

二酸化炭素消火設備の構成について、平面図及び系統図により次の事項を

確認すること。 

⑴ 閉止弁の有無 

⑵ 起動方式（自動式又は手動式の別） 

 

２ 実施手順 

手順 フロー 対象機器／機器設置場所

9
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8

閉止弁を操作し、「閉止」状態にする

自動手動切替え装置を操作し、

「手動起動方式（手動側）」に切り替える

「閉止弁 閉」表示灯の点滅を確認する

閉止弁／貯蔵容器室

制御盤／貯蔵容器室

または操作箱／防護区画付近

操作箱／防護区画付近

または制御盤／貯蔵容器室

防護区画に入室する

自動手動切替え装置を操作し、

「自動起動方式（自動側）」に切り替える

操作箱／防護区画付近

または制御盤／貯蔵容器室

防護区画の無人を確認する

防護区画を退出する

閉止弁を操作し、「開放」状態にする

「閉止弁 開」表示灯の点灯を確認する

閉止弁／貯蔵容器室

制御盤／貯蔵容器室

または操作箱／防護区画付近

 

別添１ 



二酸化炭素消火設備の工事、整備及び点検時において 

防護区画内に立ち入る場合に取るべき措置（例） 

 

１ 事前準備 

⑴ 関係図書等により対象設備の種類、システム構成、システム起動方式、

機能、構造等及び他の設備との連動等を十分把握しておくこと。 

⑵ 消火剤の性状を常に念頭に入れておくこと。 

⑶ 設備方式、機器の構造等について事前に十分確認しておくこと。 

⑷ 点検に使用する測定器、点検工具、消耗品等常備品を事前に用意し、確

認しておくこと。 

⑸ 代替容器、試験容器の運搬に際しては、直射日光による温度上昇を避け

るとともに、雨水がかからないよう十分な養生を行うこと。 

⑹ 必要に応じて、防護服、ヘルメット、安全靴等の安全装備を着用するこ

と。 

⑺ 当日の点検の内容、範囲及び注意事項並びに非常事態の対応等を、点検

者全員に徹底しておくこと。 

⑻ 点検開始に先立ち、関係者と点検作業の範囲、内容、時間割について十

分に打合せを行い、在室者等に周知徹底を図ること。 

⑼ 点検中に火災や事故等が起きた場合の対応策、緊急連絡先等について

は、予め関係者と打合せを行い、具体的に決めておくこと。 

⑽ 点検中はその消火設備が使用できない状態にあり、自動火災報知設備の

活用等他の設備で監視することが肝要であるため、その具体的な方法、手

段について関係者と十分に打合せすること。 

⑾ 機器の操作等により点検を実施する場合には、点検実施者相互間で密に

連絡を取り合うことを徹底しておくこと。 

⑿ 意図しないガス放出時の退避ルートをあらかじめ確認しておくこと。 

⒀ 設備構成や機器仕様等で不明な箇所がある場合は、必ず事前に竣工図の

確認、消火設備メーカーや施工会社等への確認等を行い、十分に理解した

うえで点検を実施すること。 

 

２ 実施手順（以下は代表例） 

⑴ 閉止弁を閉止する。 

※ 通常時に操作レバーが取り外されている閉止弁の場合は、操作レバー 

を取り付け閉止弁を閉止すること。  

⑵ 制御盤及び手動起動装置に「閉止弁閉」灯が点滅、又は点灯かつブザー

鳴動していることを確認する。 

別添２ 



⑶ 起動用ガス容器に電気式容器弁開放装置が直接取り付けられている場合

は、起動用ガス容器に連結している直近箇所（貯蔵容器側）の操作管を取

り外す。 

⑷ 貯蔵容器に電気式容器弁開放装置が直接取り付けられている場合は、集

合管あるいは連結管から、貯蔵容器のガス圧式開放装置に連結している操

作管を取り外し、閉止キャップ又はプラグを取り付ける。 

⑸ 容器弁から電気式容器弁開放装置を外す。 

※ ロック機構のある開放装置は、ロックを行った後に外すこと。 

※ 電源を断にしてから外すものもあるので、作業前に確認すること。 

⑹ 上記対策の実施を 2名以上で確認する。 

⑺ 電気部分に係る工事等を行う場合は、制御盤の電源スイッチは「断」に

する。 

※ 蓄電池設備がある場合は、この負荷側スイッチも「断」にすること。 

※ スイッチ操作のほか、テスターでも確認すること。 

※ ⑴から⑹の手順が確実に完了してから行うこと。 

 

３ 復旧手順（以下は代表例） 

放出貯蔵容器の取外し、貯蔵容器、選択弁、ガス圧式容器弁開放装置、連

結管、開口部閉鎖装置等の復旧が完了後、設備復旧に際しては、電源投入時

に設備が起動しないよう十分な確認作業を実施した上で行うこと。 

なお、閉止キャップ・閉止プラグを取り外す場合は、内圧が加わっていな

いことを十分に確認した上で取り外すこと。 

⑴ 制御盤の電源スイッチを投入する。 

※ 蓄電池設備がある場合は、この負荷側スイッチも投入すること。 

※ 電源が入ったことをテスター、表示灯で確認すること。 

⑵ タイマー設定の時間経過後も、電気式容器弁開放装置が起動しないこと

を確認する。 

⑶ 電気式容器弁開放装置を容器に取り付ける。 

※ ロック機構のある設備は、ロック後に取り付け、(4)の作業終了後に 

ロック機構を解除すること。 

⑷ 取り外した操作管を接続間違いのないよう、正確に接続する。 

⑸ 閉止弁が設けられている場合は閉止弁を開放し、操作箱及び制御盤又は

火災受信機に開放の信号が表示されていることを確認する。 

⑹ 消火設備を復帰した後、個々の機器が適正、確実に接続されているかど

うかを確認する。 

⑺ 自動火災報知設備や移報先への処置をした場合は、確実に復旧する。 



⑻ 点検の結果を関係者に報告し、館内放送で点検が終った旨を告げる等の

手配をする。 

 

４ 総合点検時の注意事項 

⑴ 放射区画の出入口に、点検中を示す標識を掲げ、入室を制限すること。 

⑵ 放射に用いる試験用ガスは窒素ガス又は空気とすること。 

⑶ 試験用ガス容器以外の貯蔵容器は、容器弁開放装置を取り外すとともに

集合管から取り外すこと。 

⑷ 集合管の開口部には、試験用ガスが漏れないように、閉止キャップ又は

プラグを取り付けること。 

⑸ 試験用ガス容器以外の容器弁開放装置が作動しないよう、操作管を取り

外し、端部にキャップ又はプラグを取り付けること。 

⑹ 試験用ガス容器以外を集合管に取り付けた後、容器弁開放装置及び操作

管を取り付け、接続すること。 

⑺ 消火剤の排出措置における安全面は確実か、事前に確認すること。 

⑻ 放射区画が無人であることを確認した後、放射試験を行うこと。 

⑼ 放射区画には、完全に換気するまで中に入らないこと。 

 

５ その他 

⑴ 点検時における消火剤の誤放出に関連する要因例について、別図を確認

すること。 

⑵ 別紙の例を参考にして、備付けの系統図等に取り外すべき箇所を明記し

ておくこと。  



自動式起動装置 
熱式感知器 
煙式感知器 

自動手動切替え装置 

音響警報装置・自動閉 
鎖装置・換気装置等 制 御 装 置 

起動用スイッチ等 

電気式 
容器弁開放装置 

 

消火剤排出措置 
避 圧 口 

防 護区 画  

起動用ガス容器 

操 作 管 
リリーフ弁 

固 定 配 管  逆 止 弁  

閉 止 弁  

選 択  弁  
 

選択弁開放装置 容器弁開放装置 
容 器 弁 

消火剤貯蔵容器 

閉 止 弁 
操作管（逆止弁含む） 

集 合 管 
容器弁開放装置 
容 器 弁 

連 結 管 
消火剤貯蔵容器 

系統違い/ 
弁の定位置不良 

抑えレバー等、ピス

トン等の復元忘れ 

作動封板の異常/弁部分機能不良 

電気式容器弁開放装置の取外し忘れ 
/開放装置の取外し忘れ/電気回路の異常 

閉止忘れ 

取付方向の誤り/取付個所の誤り 

電気式容器弁開放装置の取外し忘れ 
/一時的な設備電源取扱上の不注意 

切替え操作の誤り/切替え位置不適 

電気式容器弁開放装置の取外し忘れ 

貯蔵容器容器弁又は集合管

との接続不良/貯蔵容器容器

弁側又は集合管側の閉止キ

ャップ等対策の不備 

連結管との接続不良/連
結管接続部の閉止キャ

ップ等対策の不備 

誤操作/容器取付時、

カッター等の状態の

未確認/開放装置の取

外し忘れ等/点検要領

の誤り 

閉止忘れ 

接続系統の誤り/逆
止弁の取付方向・

取付個所の誤り 

一般的な取扱い上

の不注意 

系統違い 

安全不確認 開放装置点検時の試験用配管使用忘れ 
/接続系統の誤り 

不作動 

当該機器による作動系統の知識の欠如 

消火剤排出先の安全性の誤り 

誤操作 

作動/移報信号復旧忘れ 

起動用押ボタン等 
誤操作 

別図 

点検時における消火剤の誤放出に関連する要因例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

電路          操作管路 消火剤配管路 

 

 

電気式容器弁開放装置の取外し忘れ 手動式起動装置 

容 器 弁 

起 動 用 ガ ス  
 



別紙

起動装置

連結管

容器弁

消⽕剤
貯蔵容器

逆⽌弁 閉⽌弁
配管⽤
安全装置

閉⽌弁

リリ-フ弁

ＡＡＡ
ＢＢ

操作管

集合管

起動⽤ガス容器
・内容量1Ｌ以上、
ガス質量0.6ｋｇ以上
かつ、充てん⽐1.5以上

電気式
容器弁開放装置

選択弁

ガス圧式
容器弁開放装置

Ｂ Ａ

Ｂ Ａ

作動時の
起動⽤ガスの流れ

作動時の
起動⽤ガスの流れ

ガス圧式
選択弁開放装置

○ 操作管及び容器弁開放装置の取外し箇所の例

閉⽌

閉⽌

②

①

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

【取リ外し⼿順】
①起動容器側の操作管を取り外す。
②貯蔵容器側の操作管を取り外す。

①

②

点検実施準備の状態

電気式容器弁
開放装置

連結管 容器弁

ガス圧式
容器弁開放装置

連結管 容器弁

電気式容器弁
開放装置

集合管

ガス圧式
容器弁開放装置

通常監視時の状態

※ 起動⽤ガス容器が設けられていないため、電気式容器弁開放器が接続された容器が最初に開放すると、集合管内の
圧⼒でその他の容器も開放する。

○ 貯蔵容器に直接容器弁開放装置が取り付けられている場合

【取リ外し⼿順】
①操作管を取り外す。その際、集合管側に必ずキャップを装着すること。
②電気式容器弁開放装置を取り外す。

① ①
②

キャップ
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